
 議案第２７号

令和８年度　

神 栖 市 水 道 事 業 会 計 予 算
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（総　　　則）

令和８年度神栖市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

額に対し不足する額

千円、 過年度分損益勘定留保資金 千円、当年度分損益勘定留保資金

千円 で補てんするものとする。)。

令和８年度　神栖市水道事業会計予算

第 １ 条

第 ２ 条

（１） 給 水 戸 数 36,541 戸

（２） 年 間 総 給 水 量 10,044,245 ㎥

（３） 一 日 平 均 給 水 量 27,518 ㎥

（４） 主要な建設改良事業　　配水施設工事 821,234

第 ３ 条

収　　　　　　　　入

第 １ 款 水 道 事 業 収 益 3,023,756

第 １ 項 営 業 収 益 2,764,110

第 ２ 項 営 業 外 収 益 259,646

支　　　　　　　　出

第 １ 款 水 道 事 業 費 用 2,961,106

第 １ 項 営 業 費 用 2,895,603

第 ２ 項 営 業 外 費 用 64,503

第 ３ 項 予 備 費 1,000

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

1,003,310 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

73,005 703,965 

226,340
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（債務負担行為）

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 １ 款 資 本 的 収 入 130,790

第 １ 項 企 業 債 110,000

第 ３ 項 負 担 金 20,790

支　　　　　　　　出

第 １ 款 資 本 的 支 出 1,134,100

第 １ 項 建 設 改 良 費 821,234

第 ２ 項 資 産 購 入 費 6,652

第 ３ 項 償 還 金 306,214

第 ５ 条

事　　項 期　　間 限　度　額

配水場更新計画策定業務委託 令和９年度 19,668 千円

鰐川配水場インバータ改修工事
令和８年度から
令和９年度まで

32,670 千円

土合配水場インバータ改修工事
令和８年度から
令和９年度まで

64,900 千円

定期水質検査業務委託
令和８年度から
令和９年度まで

8,360 千円

９水道量水器購入
令和８年度から
令和９年度まで

36,566 千円
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（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（予定支出の経費の金額の流用）

予定支出の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。

千円

（他会計からの補助金）

営業助成のために、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 千円

である。

（たな卸資産購入限度額）

たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。

第 ６ 条

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

110,000 千円

第 ７ 条

（１） 収益的支出における各項間の流用

（２） 資本的支出における各項間の流用

第 ８ 条

（１） 職員給与費 113,522

第 ９ 条 101,050

第１０条 6,277

令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提 出

  神栖市長　　　木　内　　敏　之　

配水施設整備事業
普通貸借

又は
証券発行

年利５％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の利
率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。ただし、
企業財政の都合により
据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償
還もしくは低利に借換
えすることができる。
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